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８月は子どもの交通事故が多発月‼ 
無事故で楽しいお休みにしたいですね 
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通学等 レジャー 散歩 飲食 買い物 訪問・送迎 その他

8月中における当事者・通行目的別被害状況

歩行者 自転車 自動車乗車中

ポイント１ 

ポイント２ 

岐阜県警察 交通事故統計分析 過去５年間(H30～R4)幼児～中学生の人身交通事故から 

夏休みの時期は、交通環境が大きく変わ

ります。あらゆる時間帯に子どもの事故

リスクがあることを認識しましょう。 

特に８月は年間で子どもの交通事故が最

も多い月‼ 

では、どんな場面で子どもは事故にあっ

ているでしょう？ 

 

ポイント１ 

８月は夏休み中ということもあり 

レジャーや買い物で自動車乗車中の被害

が多く発生している。 

 

ポイント２ 

自転車乗車中の被害では、友人宅などへ

の訪問時に事故が多発している。 

こんなことに気をつけよう 

人 

◎住宅街等の生活道路は、 

  特に注意して運転しましょう。 

◎『だろう運転』ではなく 

『かもしれない運転』を心がけ 

ましょう。 

◎道路を横断する際は、一旦止ま

る。手をあげる、運転手の目を見

て確認するなどし、車が確実に止

まったことを確認してから横断し

ましょう。 

◎夕暮れ時、夜間は目立つ色(白や

黄色)の服装や、反射材を着用し

ましょう。 

 

◎一時停止場所や見通しの悪い交

差点では、必ず止まって安全に

通行しましょう。 

◎自転車用ヘルメットを着用しま

しょう。 

 

歩行者の皆さんへ 

自転車の皆さんへ 運転者の皆さんへ 


